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４ 申請書類記載例 

(1) 建設業許可申請書 

 

 

 

 

 

行政庁側記入欄

許可年月日

１．す　る
般・特新規＋業種追加 般・特新規＋業種追加＋更新 ２．しない

東京都 新宿区

０３－５３８８－３３５４

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

旧許可年月日

役員等、営業所及び営業所に置く専任の技術者については別紙による。

連絡先

様式第一号（第二条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ １

建　設　業　許　可　申　請　書

この申請書により、建設業の許可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

地方整備局長 東京都新宿区西新宿２－１８－１東京ビル

11 13

北海道開発局長
知事 殿 申請者

大臣コード
知事

（

項 番 3 5 10

許 可 番 号 ０ １

3 １．新 規 ４．業 種 追 加

15

国土交通大臣
月許可

般
－ ）第

許 可 換 え 新 規 業 種 追 加 ＋ 更 新

号 平成

２．

日
知事 特

年

2

７．般 ・ 特 新 規 ＋ 更 新 4

（申 請 の 区 分 ０ ２ ）
３．般 ・ 特 新 規 ６． ９． 期間の調整

５．更 新 ８． 許可の有効

3 5 7

申 請 年 月 日 ０ ３ 平成 年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

許 可 を 受 け よ う
０ ４ 2 2 2 1

と す る 建 設 業
（

１．一般
２．特定

）
申 請 時 に お い て
既に許可を受けて
い る 建 設 業

3 5 10 15 20 25 30

０ ５

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ６ シ ガ コ - ポ レ - シ ヨ ン
23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 ０ ７ 志 賀 ・ コ - ポ レ - シ ヨ ン （ 株 ）
23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

０ ８ ナ カ ニ シ ヨ ウ ジ

代 表 者 又 は
０ ９ 仲 西個 人 の 氏 名

3 5 10
支配人の氏名

０

洋 二

4 都道府県名
主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

１

20

1 3 1 0

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

１ １ 西 新 宿 2 - 1 8 - 1 東 京 ビ ル
23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 １ ２ 1 6 3 － 8 0 0 1 1 1電 話 番 号 0 3 - 5 3 1

フ ァ ッ ク ス 番 号

2 1 - 1

3 4 5 10 13 15 20 25

法人又は個人の別 １ ３ 1 （ ） 3 5 0 0 0 （千円）

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ４ 2 （ ）

経営業務の管理責
任 者 の 氏 名 志賀　隆

3

許 可 換 え の 区 分 １ ５ （１．大臣許可→知事許可　　２．知事許可→大臣許可　　３．知事許可→他の知事許可）

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

旧 許 可 番 号 １ ６
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）第 号 平成

ファックス番号　０３－５３８８－３３５４

日
知事 特

年

志賀・コーポレーション株式会社

代表取締役　仲西　洋二　　　　    　　印

所属等　　　　法　務　室 氏名　　　東京　花子 電話番号　０３－５３８８－３３５３

月

申請者の印は、法人の場合
は法務局に登録している
代表者印を、個人の場合は
実印を正本に押印。 
なお、印を確認するため印
鑑証明書の提出を求める
場合がある。 

事実上の所在地と登記上の所在地が異なる場合は、 
申請書のみ二段書き 
 （例） （登記上）○○○・・・・・・ 
     （事実上）○○○・・・・・・ 
なお、その他の書類には事実上の所在地のみ記載 
個人の場合は住民票上の住所が登記上の住所となる。 

更新時に複数ある許可日
を一つにまとめるときは 
「１」を、それ以外は 
「２」を記入 

該当する業種のカラムに 
一般の場合は「１」 
特定の場合は「２」 
を記入 

この部分のフリガナは 
不要 

姓と名の間は１カラム 
空けること 

個人事業で支配人登記 
している場合のみ記入 

原則として本店所在地を
記入。登記上と事実上の
所在地が異なる場合は、
事実上の所在地を記入。
なお、記入の際は、区市
町村名に続くところから
記入 

左詰で記入 
ハイフン「－」でつなぐ 

建設業以外に営業し
ている業務があれば
記入 

複数の許可を受けている
場合は、最も古い許可の
年月日を記入 

法人の場合は代表者 
個人の場合はその本人 

枠内は記入しない。 

個人の場合は、 
個人の氏名を記入 

区市町村コード表 
(P58)の番号を記入 

大字・字の文字 
は省略する。 

右詰で記入 

許可換え新規申請の 
場合のみ記入（注２） 

（注１）カラム欄に記入する文字について 

    法人の場合：商号、代表者名は商業登記簿謄本による  個人の場合：住民票による 

（注２）許可換え新規申請の場合は、現在有効な許可通知書の写しを添付する。 

※ 申請書及び添付書類の記入は、黒色ボールペン等、容易に消えない耐性のある 

ものを使用してください。 

※ 訂正するときは、書き間違えた箇所を二重線で消し、正しい内容を枠外に書き加 

えてください。修正液や修正テープ等で消さないでください。 

必ず会社等の担当者の 
名前、電話番号を記入 

濁点・半濁点も含んで 
１カラムに記入。 
フリガナに「・」は 
書かない。 

法人番号指定通知書の写し又は国税
庁法人番号公表サイトで検索された
画面コピーを提示 

株 式 会 社 （株） 
特例有限会社 （有） 
合 名 会 社 （名） 
合 資 会 社 （資） 
合 同 会 社 （合） 
協 同 組 合 （同） 
協 業 組 合 （業） 
企 業 組 合 （企） 

一般財団法人 （一財） 

一般社団法人 （一社） 
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(2) 建設業許可申請書 別紙一 役員等の一覧表 

           別紙二 (1) 営業所一覧表（新規許可等） 

           別紙二 (2) 営業所一覧表（更新） 

           別紙三 収入印紙等はり付け用紙 

           別紙四 専任技術者一覧表 

 

 

 

 

平成 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日

トウキョウ ジロウ

東京 次郎 株主等

トウキョウ タロウ

東京 太郎 顧問 非常勤

シガ タカシ

志賀 隆 取締役 常勤

ナカニシ ヨウジ

仲西 洋二 代表取締役 常勤

別紙一 （用紙Ａ４）

役　員　等　の　一　覧　表

役員等の氏名及び役名等

氏
フリ

名
ガナ

役　　名　　等 常勤・非常勤の別

別紙二（１）

行政庁側記入欄

許可年月日

フリガナ

（従たる営業所）

フリガナ

（用紙Ａ４）

営業所一覧表（新規許可等）

項 番 3

区 分 8 1 1

大臣コード
知事

項 番 3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 8 2
国土交通大臣

許可 （
般

－ ）
知事 特

第 号 平成 年 月 日

（主たる営業所）

主 たる 営業 所の
名 称

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

営 業 し よ う
8 3 2 2 2 1

と す る 建 設 業
１．一般
２．特定

変更前

)3 5 10 15 20 25 30

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4 多 摩 支 店名 称

23 25 30 35 40

内
　
　
容

従 たる 営業 所の
所 在地 市区 町村
コ ー ド

3 5

8 5 1 3 2 1 1 都道府県名 市区町村名東京都
3 5 10 15 20

従 たる 営業 所の
所 在 地

8 6 花 小 金 井 1 - 6 - 2 0
23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7 1 8 7 － 0 0 0 2 電 話 番 号 0 4 2 4 - 6 4 - 1 5 1 5

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

営 業 し よ う
8 8

20 25

1
と す る 建 設 業

１．一般
２．特定

)3 5 10 15

変更前

(

解

30

小平市

ホ　ン　シャ

本　　社

タマシテン

(

解

フリガナを付ける。 

履歴事項全部証明書又は商業登記簿
謄本に記載されている字で記入 

役名のほか、常勤・非常勤の別を記入（株主等は除く。） 
常勤とは、原則として建設業の営業所において休日その他
の勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に常時所定の
時間中、その職務に従事していることをいう。 

・個人事業主は本人を記載 
・法人は 

(株)(有)→取締役           全員を記載 
(資)(名)(合)→業務執行社員   （執行役員、監査役、会計参与、 
(同)(業)(企)→理事        監事、事務局長は除く。） 

 
法人は「顧問」及び「相談役」、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以
上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者として、少なくとも
「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に
相当する出資をしている者」（個人であるものに限る。）、この他、役職のいかんを問
わず、取締役と同等以上の支配力を有する者についても記入 

許可申請者が個人事業主の場合も作成 

今回の申請で
許可を受けよ
うとする建設
業のうち、当
該営業所にお
いて営業しよ
うとする建設
業を記入 

建設業を営む
営業所を統括
し、指導監督
する権限を有
する１か所の
営業所 
名目上の本社､
本店等であっ
ても建設業と
しての実態を
有しないもの
は 該 当 し な
い。 

主たる営業所
以外で建設業
を営む営業所
を記入 
なお、従たる
営業所が都内
に存在する場
合は、P51の確
認資料が必要 

業種追加申請の場合は、該当する営業所について、項番83，88
の「営業しようとする建設業」欄の上段に追加申請後の全業種
を、下段（変更前）に追加申請前の全業種を記入 

顧問・相談役・株主等についても記入。 
取締役等と株主等が同一人の場合は、取
締役等とし記入。 
例えば、取締役が株主等も兼ねている場
合は「取締役」としてのみ記入 

他に記載する書類（「使用人数」「専任技術者証明書」「健康
保険等の加入状況」）と統一する。 

- 26 -



 

- 27 - 

 

13
13
37
34

02

建 設 工 事 の 種 類
フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

有 資 格 区 分

本社

多摩支店

馬場　　健

吉田　　保

土ー9
とー9
内ー9
園ー7

園ー4

営 業 所 の 名 称 専 任 の 技 術 者 の 氏 名

平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

専任技術者一覧表

バ バ ケン

ヨシダ タモツ

収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多摩支店
〒187-0002
東京都小平市花小金井１－６－２０
0424－64－1515

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-18-1東京ビル
03－5321－1111

一般

(土)(と)(内) (園)

所在地（郵便番号・電話番号）営業所の名称

　従
た
る
営
業
所

営　業　所　一　覧　表　（　更　新　）

営業しようとする建設業

　 　 　

特定

(園)

主
た
る

営
業
所

本　　社

１ 「主たる営業所」及び「従たる営業所」の欄は、それぞれ本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結す
る事務所のうち該当するものについて記載すること。 

２ 「営業しようとする建設業」の欄は、許可を受けている建設業のうち左欄に記載した営業所において営業し
ようとする建設業を、許可申請書の記載要領６の表の（ ）内に示された略号により、一般と特定に分けて記
載すること。 

記載要領 
 「収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄」は、収入印紙、証紙、登録免許
税領収証書又は許可手数料領収証書をはり付けること。ただし、登録免許税法（昭和 42 年法律第 35 号）第 24 条
の２第１項又は令第４条ただし書の規定により国土交通大臣の許可に係る登録免許税又は許可手数料を現金をも
って納めた場合にあっては、この限りでない。 

大臣許可の場合のみ添付が必要 

事実上の所在地を記入 

P58～59の「建設業の種類・有資格区分のコード番号表」を参考に、該
当する番号を記入。 
「国家資格等」の場合には、P62～63・70の「技術者の資格表」を参考
にして、該当する番号を記入 

別紙二（２） 

別紙四 

※ 新規及び業種追加の場合は「様式八号 専任技 
術者証明書」（P34～35参照）も必要です。 

※ 変更事項のない者も含め、専任 
技術者全員について記載が必要 
です。 

別紙三（第二条関係） 

建設業許
可申請書
「別紙二
(1)・(2)」
の営業所
の「名称」
欄と同一
順序で、営
業所ごと
に分けて
記入 

P3～6の「略号」で
記入 

国家資格等、卒業資格がある場合は、資格認定証明書、卒業証
明書の字で記入。 
実務経験のみの場合は住民票の字（ただし、経営業務の管理責 

任者を兼ねている場合は登記簿謄本の字）で記入 

許可業種の一部を更新申請（許可
日が複数あると該当）する場合や、
更新追加申請をする場合は、更新
しない業種を記入しないこと。 
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(3) 工事経歴書（P29の記載要領及び作成上の注意事項を必ず御覧ください。） 

 工事経歴書は、経営事項審査（公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受け

なければならない審査です（法第27条の23）。）を申請しない場合と申請する場合では記載方法が異

なります。 

① 経営事項審査を申請しない場合 

ア 主な完成工事（10件程度）について、請負代金の大きい順に記載 

イ アに続けて、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載 

② 経営事項審査を申請する場合→ 下記の記載例を参考に消費税抜きで作成してください。 

    （免税事業者は、申請時には財務諸表と同様税込で作成すること。） 

 

● 経営事項審査を申請する場合の工事経歴書の記載例 

業種（とび・土工・コンクリート） 決算期（Ｈ28.４.１～Ｈ29.３.31） 

施工実績 合計（15件）800,000千円 

 元請工事 Ａ工事 180,000千円 Ｂ工事 120,000千円 Ｃ工事 60,000千円 

      Ｄ工事  45,000千円 Ｅ工事  35,000千円 Ｆ工事 30,000千円 

      Ｇ工事  20,000千円 Ｈ工事  10,000千円 計（８件）500,000千円 

 下請工事 ア工事 150,000千円 イ工事  40,000千円 ウ工事 35,000千円 

      エ工事  30,000千円 オ工事  20,000千円 カ工事 15,000千円 

      キ工事  10,000千円 計（７件）300,000千円 

 

  

 

 様式第二号（第二条、第十九条の八関係）  （用紙Ａ４）

うち、

   ・ＰＣ

 主任 監理    ・法面処理

技術者 技術者    ・鋼橋上部

東京都 元請 Ａ外構工事
東京都
千代田区

千代田　一郎 レ
千円 千円

平成  28年   5月 平成  29年   3月

東京都 元請 Ｂ足場仮設工事
東京都
八王子市

八王子　二郎 レ
千円 千円

平成  28年   7月 平成  29年   1月

新宿区 元請 Ｃ造成工事
東京都
新宿区

新宿　三郎 レ
千円 千円

平成  28年  11月 平成  29年   6月

△△建設 下請 ア土工事
東京都
江戸川区

江戸川　四郎 レ
千円 千円

平成  28年   9月 平成  29年   2月

町田市 元請 Ｄ盛土工事
東京都
町田市

町田　五郎 レ
千円 千円

平成  28年   8月 平成  28年  12月

□□建設 下請 イ土工事
東京都
世田谷区

世田谷　六郎 レ
千円 千円

平成  28年   4月 平成  28年   8月

千円 千円
平成　　年　　月 平成　　年　　月

千円 千円
平成　　年　　月 平成　　年　　月

千円 千円
平成　　年　　月 平成　　年　　月
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千円

件

（建設工事の種類）　　　　　とび・土工・コンクリート　　　　　工事 　　　　　　　（　税込　・　税抜　）　　　　　　　　　　　　　　　　p 1 /  1

請 負 代 金 の 額 工　　期

千円 千円

うち　元請工事

うち　元請工事

 小　　計

 合　　計

件 千円 千円

千円 千円

工　事　経　歴　書

注文者 工　事　名
氏　　名 着 工 年 月

 完成又は
完成予定年月

配  置  技  術  者

千円

元請
又は
下請
の別

JV
の
別

工事現場の
ある都道府
県及び市区
町村名

 主任技術者又は監理技術者の

別（該当箇所にレ印を記載）

180,000

120,000

(60,000)
80,000

150,000

45,000

40,000

3,000

595,000 3,0006

800,000 3,00015

405,000 3,000

500,000 3,000

該当するものを○で囲む。 

余白に工事種別ごとにページを記入す
る（ページ数/総ページ）。 

元請工事の完工高の 
合計を記入。 

① 元請工事を、元請のみの完工高の合計の７割を超えるところまで請負金額の大きい順に記載します。 
   元請完工高のみの合計の７割        350,000千円（＝500,000千円×0.7） 
   記載した元請完工高の計（Ａ～Ｃ工事）   360,000千円 
 
② まだ書いていない元請工事か、下請工事を記載し、完工高の総計の７割を超えるところまで請負金 

額の大きい順に記載します。必ずしも元請工事を全部記載する必要はありません。 
   完工高の合計額の７割           560,000千円（＝800,000千円×0.7） 
   記載した工事の計（Ａ～Ｄ及びア～イ工事） 595,000千円 
※１ 大きい金額の下請工事があったとしても、必ず元請工事の下に記載してください。 
※２ ①、②に関わらず、500万円（建築は1,500万円）未満の軽微な工事は、10件を超えて記載する必要はありません。 

「小計」欄はページごとに記載した工事の件数及び完工高の額の合計を
記入。 

「合計」欄は、財務諸表の損益計算書の完成工事高に計上した全ての工
事の合計のうち当該業種に関わる合計を記入。１業種が複数ページにな
る場合は、最終ページのみ記入。 

・配置技術者（主任技術者・監理技術者）について 
建設業の許可を受けている建設業者は、元請、下請にかかわらず、工事施工の技術上の管理をつかさどる者として、工事現場に必ず主任 

技術者を配置しなければなりません。 
また、発注者から直接工事を請け負い、4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）以上を下請契約する場合は、主任技術者にかえて 

監理技術者を配置しなければなりません（平成28年６月１日から施行）。 

様式第二号（第二条、第十九条の八関係） 

個人の氏名が特定されないよう記載に注意する。 
工事名は場所、内容を具体的に記入する。 
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記載要領 

１ この表は、法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに作成すること。 

２ 「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。 

３ この表には、申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度に完成した建設工事（以下「完成工事」という。）及

び申請又は届出をする日の属する事業年度の前事業年度末において完成していない建設工事（以下「未成工事」という。）

を記載すること。 

記載を要する完成工事及び未成工事の範囲については、以下のとおりである。 

(1) 経営規模等評価の申請を行う者の場合 

① 元請工事（発注者から直接請け負った建設工事をいう。以下同じ。）に係る完成工事について、当該完成工事に係る

請負代金の額（工事進行基準を採用している場合にあっては、完成工事高。以下同じ。）の合計額のおおむね７割を超

えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載すること（令第１条の２第１項に規定する建設工事については、10

件を超えて記載することを要しない。）。ただし、当該完成工事に係る請負代金の額の合計額が1,000億円を超える場合

には、当該額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。 

② それに続けて、既に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事（下請負人として請け負った建設工事をいう。

以下同じ。）に係る完成工事について、全ての完成工事に係る請負代金の額の合計額のおおむね７割を超えるところま

で、請負代金の額の大きい順に記載すること（令第１条の２第１項に規定する建設工事については、10件を超えて記

載することを要しない。）。ただし、全ての完成工事に係る請負代金の額の合計額が1,000億円を超える場合には、当該

額を超える部分に係る完成工事については記載を要しない。 

③ さらに、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載すること。 

(2) 経営規模等評価の申請を行わない者の場合 

 主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、主な未成工事について、請負代金の額の

大きい順に記載すること。 

４ 下請工事については、「注文者」の欄には当該下請工事の直接の注文者の商号又は名称を記載し、「工事名」の欄には当

該下請工事の名称を記載すること。 

５ 「元請又は下請の別」の欄は、元請工事については「元請」と、下請け工事については「下請」と記載すること。 

６ 「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意する

こと。 

７ 「ＪＶの別」の欄は、共同企業体（ＪＶ）として行った工事について「ＪＶ」と記載すること。 

８ 「配置技術者」の欄は、完成工事について、法第26条第１項又は第２項の規定により各工事現場に置かれた技術者の氏

名及び主任技術者又は監理技術者の別を記載すること。また、当該工事の施工中に配置技術者の変更があった場合には、

変更前の者も含む全ての者を記載すること。 

９ 「請負代金の額」の欄は、共同企業体として行った工事については、共同企業体全体の請負代金の額に出資の割合を乗

じた額又は分担した工事額を記載すること。また、工事進行基準を採用している場合には、当該工事進行基準が適用され

る完成工事について、その完成工事高を括弧書きで付記すること。 

10 「請負代金の額」の「うち、ＰＣ、法面処理、鋼橋上部」の欄は、次の表の（一）欄に掲げる建設工事について工事経

歴書を作成する場合において、同表の（二）欄に掲げる工事があるときに、同表の（三）に掲げる略称に丸を付し、工事

ごとに同表の（二）欄に掲げる工事に該当する請負代金の額を記載すること。 

（一） （二） （三） 

土木一式工事 プレストレストコンクリート構造物工事 ＰＣ 

とび・土工・コンクリート工事 法面処理 法面処理 

鋼構造物工事 鋼橋上部工事 鋼橋上部 

11 「小計」の欄は、ページごとの完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請負代金の額の合

計及び10により「ＰＣ」、「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合計を記載するこ

と。 

12 「合計」の欄は、最終ページにおいて、全ての完成工事の件数の合計並びに完成工事及びそのうちの元請工事に係る請

負代金の額の合計及び９により「ＰＣ」、「法面処理」又は「鋼橋上部」について請負代金の額を区分して記載した額の合

計を記載すること。 

 

(作成上の注意事項) 

・「工事名」の欄は、工事の場所・内容が分かるよう具体的に記入する。ただし、個人の氏名が特定されることのないよう十

分に留意すること（例 注文者「Ａ」、工事名「Ａ邸新築工事」等）。 

・過去に請け負った建設工事について、許可を受けようとする業種ごとに用紙を改めて記入する。 

・１件の請負契約を分割して、複数の建設工事の経歴としてはならない。 

・工事の経歴がない場合でも業種ごとに「なし」と記入し、添付すること。 

・「合計欄」の件数及び金額は本工事経歴書に記載したものの合計ではなく、直前決算期における業種ごとの件数及び金額で

あり、各業種の合計金額は様式第三号における各業種の合計金額に一致する。 

・記載要領３・(1)・①及び②に記載のある「令第１条の２第１項に規定する建設工事」とは、許可を受けなくても請け負う

ことのできる軽微な工事（P２参照）をいう。 
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(4) 直前３年の各事業年度における工事施工金額 

（様式下段の記載要領を必ず御覧ください。） 

   

工事 工事 工事 工事

公　共 11,000 8,940 0 0 0 19,940

民　間 32,600 15,270 5,726 0 0 53,596

0 3,940 32,600 0 0 36,540

43,600 28,150 38,326 0 0 110,076

公　共 167,136 2,222 0 0 0 169,358

民　間 11,175 25,237 14,300 0 0 50,712

0 4,089 0 0 6,130 10,219

178,311 31,548 14,300 0 6,130 230,289

公　共 0 0 0 0 0 0

民　間 381,748 2,102 0 0 0 383,850

0 55,712 9,200 11,638 6,070 82,620

381,748 57,814 9,200 11,638 6,070 466,470

公　共 29.12.31

民　間 業種追加

公　共

民　間

公　共

民　間

　

記載要領

７　当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「０」と記載すること。

１　この表には、申請又は届出をする日の直前３年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載すること。

２　「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。

３　「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分して記載し、「その他の建設工事

    の施工金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。

４　記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。

    　ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示するこ

    とができる。この場合、「（単位：千円）」とあるのは「（単位：百万円）」として記載すること。

５　「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を

    除く。）及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。

６　「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が５業種以上にわたるため、用紙が２枚以上になる場

   合は、「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載すること。

第　　期
平成　年　月　日から
平成　年　月　日まで

元
請

下　　請

計

第　　期
平成　年　月　日から
平成　年　月　日まで

元
請

下　　請

計

第４０期
平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

元
請

下　　請

計

第　　期
平成　年　月　日から
平成　年　月　日まで

元
請

下　　請

計

第３８期
平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

元
請

下　　請

計

第３９期
平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

元
請

下　　請

計

様式第三号（第二条関係）

（用紙Ａ４）

直前３年の各事業年度における工事施工金額

（税込・税抜／単位：千円）

事　業　年　度
注 文 者
の 区 分

許可に係る建設工事の施工金額 その他の
建設工事の
施工金額

合　計土木
一式

とび・土工
コンクリート

内装
仕上 造 園

許可を有しない建設業に係る軽微 
な工事の施工金額を記入 

記載した全ての事業年度について業種ごとの施工金額の
内訳を記入（実績がない場合は「０」を記入） 

財務諸表の
完成工事高
と一致 

切捨てのほか、四捨五入及び切上げを認める。 
資本金の額が５億円以上、又は負債の 

合計額が200億円以上の株式会社 

用紙が２枚以上になる場合、その他の 

建設工事及び合計は最終ページに記入 

申請書に添付する場合は、許可申請直前の３年間の各事業年度分を決算期別に記入。 
決算報告(P76)に添付する場合は、届出期直前の３年間の各事業年度分を決算期別に記入 

直前３年分なので、決算期を変更している場合などは４期分以上となる場合も考えられる。 

該当するものを
○で囲む。 

業種ごとに作成した工
事経歴書の数字と一致 
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（用紙Ａ４）

建 設 業 法 第 ７ 条 第 ２ 号
イ 、 ロ 若 し く は ハ 又 は
同 法 第 15 条 第 ２ 号 イ 若
し く は ハ に 該 当 す る 者

その他の技術関係使用人

本　　社 人 人 人 人

多摩支店

合        計 人 人 人 人

様式第四号（第二条関係）

平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

使　　用　　人　　数

営 業 所 の 名 称

技　術　関　係　使　用　人

事務関係使用人 合　　　計

10 5 3 18

5 3 1 9

15 8 4 27

様式第六号（第二条関係）

殿

記載要領

「

については、不要のものを消すこと。

地方整備局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志賀・コーポレーション株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　仲西　洋二　　　　　印

（用紙Ａ４）

誓　　　　約　　　　書

　申請者、申請者の役員等及び建設業法施行令第３条に規定する使用人並びに法定代理
人及び法定代理人の役員等は、同法第８条各号（同法第17条において準用される場合を
含む。）に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約します。

平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　東京都新宿区西新宿2－18－1東京ビル

北海道開発局長

知事

地方整備局長　　

北海道開発局長　　

　　　　　知事　」

(5) 使用人数 

（様式下段の記載要領を必ず御覧ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 誓約書 

 

記載要領 
１ この表には、法第５条の規定（法第 17 条において準用する場合を含む。）に基づく許可の申請の場合は、
当該申請をする日、法第 11 条第３項（法第 17 条において準用する場合を含む。）の規定に基づく届出の場
合は、当該事業年度の終了の日において建設業に従事している使用人数を、営業所ごとに記載すること。 

２ 「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者（申請者が法人の場合
は常勤の役員を、個人の場合はその事業主を含む。）をいう。 

３ 「その他の技術関係使用人」の欄は、法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第 15 条第２号イ若しくは
ハに該当する者ではないが、技術関係の業務に従事している者の数を記載すること。 

別紙二(１)(２)に記載した順
に営業所の名称を記入 

許可業種について、P８の専
任技術者の要件を満たす者 

法人で兼業がある場合は、建設業以外に従事する
人数を除く。 

許可後に該当が発覚した場合、
許可取消しとなるため、P９を
確認すること 

申請者の印は、法人の場合は法
務局に登録している代表者印
を、個人の場合は実印を正本に
押印 東京都 
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(7) 経営業務の管理責任者証明書 

 証明者ごとに作成してください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

（１）　下記の者は、　　　　　　　　　　　　工事業に関し、次のとおり経営業務の管理責任者としての経験を有することを証明します。

年　　　　月から　　　　　年　　　　月まで　満　　　　年　　　　月

（２）　下記の者は、許可申請者 で建設業法第７条第１号 に該当する者であることに相違ありません。

殿

許可年月日

◎【新規・変更後・経営業務の管理責任者の追加・経営業務の管理責任者の更新等】

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

◎【変　　更　　前】

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

備考
　　経営業務の管理責任者の略歴については、別紙による。

備 考

平成　　○年　　○月　　○日

様式第七号（第三条関係） （用紙Ａ４）

証明者と被証
明者との関係

２

経 営 業 務 の 管 理 責 任 者 証 明 書

経 験 年 数

役 職 名 等

０ ０ ０ ０

証明者 印

北海道開発局長
地方整備局長

の常勤の役員
本 人
の 支 配 人

平成　　○年　　○月　　○日

申請者

イ
ロ

知事

申 請 又 は 届
出 の 区 分

１

項 番

７

印届出者

1

3

（１．新規　　　２．変更　　　３．経営業務の管理責任者の追加　　　４．経営業務の管理責任者の更新等）

11 13 15

変 更 又 は 追
加 の 年 月 日

3 5

平成　　　年　　　月　　　日

大臣
コード

知事

1 3 許可
国土交通大臣

許 可 番 号 １ ８

10

0 日
知事 特 0 8 月 3平成 2 9 年7 8 9 号第 0 9 8（

般
－ ）

氏 名 ２ １

13 14 16 18

0 月 13 9 年生 年 月 日 S

5 10

志 賀 隆 01

　

記

16 1813 14

住 所

3 5 10

日

3

シ ガ

氏 名 ２ ０

3

氏 名の フリ ガナ １ ９

日生 年 月 日 月年

(土)､(と)､(内)､(園)

代表取締役

平成10 4 29 7 19 3

東京都知事(般－29)第98765号
土木工事業、とび工事業 造園工事業 昭和63年４月15日許可
内装工事業 平成10年８月20日許可

東京都千代田区丸の内３－８－１
鈴木建設株式会社
代表取締役 鈴木 一郎

東京都新宿区西新宿２－18－１東京ビル
志賀・コーポレーション株式会社
代表取締役 仲西 洋二

東京都

2 9東京都

東京都世田谷区○○１－１

役員

証明者が証明でき
る建設業の種類を
記入 

代表取締役、取締
役、事業主、支配
人等の役職を記入 

証明者が申請者以
外の建設業者であ
る場合は、許可番
号、許可年月日、
許可業種を記入 

１新規、許可換え
新規申請をする場
合 
 
２経営業務の管理
責任者を変更する
場合 
 
３経営業務の管理
責任者を追加する
場合 
 
４更新、業種追加、
般・特新規申請を
する場合 

大臣→００ 
都知事→１３ 

姓の最初から２字
記入し、濁点・半
濁点も含んで１字
とする。 

法人の場合は商業
登記簿謄本、個人
の場合は住民票の
字で記入。ただし、
専任技術者（又は
国家資格者等・監
理技術者）を兼ね
ていて国家資格・
卒業資格がある場
合は、資格証明
書・卒業証明書の
字で記入 

住民票と住所が異なる
場合は現住所を記入 
（P47参照） 

申請者が法人の場合 
申請者が個人の場合 

申請者が個人で支配人を置いている場合 

証明者の印は、法
人の場合は法務局
に登録している代
表者印を、個人の
場合は実印を正本
に押印（注３） 

経営業務の管理責
任者としての経験
を有した期間を記
入 
（注１） 

証明者は、証明しようと
する期間、被証明者が在
職していた法人の代表者
又は個人の事業主とす
る。 
（注２） 

右詰めで記入 
左余白は必ず 
「０」で埋める。 
新規申請の場合は
不要 

（注１） 証明者が同一人である場合で、被証明者の経験期間が休職又は出向等によって中断している場合は、
当該経験期間を二段書きにして１枚の証明書で証明することができます。 

（注２） 法人における経験を証明するに当たり、正当な理由により、この方法によることができない場合は「備
考」の欄に理由を記載して、当該事実を証明できる他の者（当時の取締役、本人が証明。その場合に
は証明のため実印を押印し、取締役の場合は当時の閉鎖謄本と印鑑証明書、本人の場合は印鑑証明書
が必要）の証明を得ること（印鑑証明書は発行後３か月以内のもの）。 

個人事業主の経験を自己証明する場合は、法人での経験を本人が証明する場合に準ずる（発行後３か
月以内の、本人の印鑑証明書が必要）。 

確認資料が必要です（P47参照） 

不要なものを消す。 申請者の印は、法
人の場合は法務局
に登録している代
表者印を、個人の
場合は実印を正本
に押印 

複数の許可を受け
ている場合は、現
在有効な許可日の
うち最も古いもの
を記入 

姓と名の間は１カ
ラム空ける。 

（注３） 原則として法令様式のため印が必要。ただし、追加・般特新規・更新・変更において既に提出した証
明書の記載内容と同一の内容を証明しようとするときは、申請者及び経営業務の管理責任者と証明者
が異なる場合のみ証明者の欄の押印を省略することができる（H20.10.８ 建設業法施行規則の一部を
改正する省令から。提出済の証明書のコピー添付は不可）。 

なお、申請者の欄は新たに記載・押印してください。 

届出者を消す。 
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(8) 経営業務の管理責任者の略歴書 

記載要領

※　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

別紙 （用紙Ａ４）

現 住 所 　東京都世田谷区○○１－１

経営業務の管理責任者の略歴書

氏 名 　　　志　賀　　隆 生 年 月 日 昭和３９　年　１０　月　１０　日生

職 名 　取締役

期　　　　　　間 従　　事　　し　　た　　職　　務　　内　　容

自　　 　S59年　　  4月　　1日
　永井建設（株）土木工事部勤務至　   　H 6年　  　3月　 31日

自　　 　H 6年　　  4月　　1日
　志賀・コーポレーション（株）入社至　   　   年　  　 月　　 日

職 自　　 　H10年　　  4月　　1日
　志賀・コーポレーション（株）取締役　現在に至る至　   　   年　  　 月　　 日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

歴 至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

自　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　年　　　月　　　日

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

　なし
賞

　上記のとおり相違ありません。

罰

　
平成　○○年　○○月　○○日 氏　名　 印志　賀　　隆

申請時の職名を記入〔例：代表取締役・
取締役(以上法人)・事業主・支配人(個
人)〕 

法人の場合、経営業務の管理責任者個人の氏名を記入。 
代表者であっても、代表者印ではなく、個人の印鑑を押印 
同一姓の役員等がいる場合は同一印を使用しないこと。 
外国人の場合はサインで可 

様式第七号に記載したもの
と同じ内容を記入 

学校卒業後、現
在に至るまで
の職歴を順番
に記入。 
特に、建設業に
関するものは
全て記入 

建設業の行政処分、行政罰はもちろん、刑罰その他の賞罰も記入。 
該当がなければ「なし」と記入 
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(9) 専任技術者証明書 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿 　代表取締役　仲西　洋二　　　　　　　　　　印

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

専 任 技 術 者
の 住 所

千葉県習志野市〇〇３－５
営業所の名称

本　社（ 新 所 属 ）

変 更 、 追 加 又 は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
平成　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ）

3 4 3 7有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

設 工 事 の 種 類

現在担当している
建 設 工 事 の 種 類

79

30

今 後 担 当 す る 建
６ ４ 9 9

電土 建 大 左 と 石 管
25

1 日生年月日 S 3 0 年

3 5 10 15 20

内 機 絶 通舗しゆ板 ガ 塗 防屋

0 7 月 0

タ 鋼 筋 清 解

健
具 水 消園 井

氏 名 ６ ３ バ バ 馬 場

記

項 番 フリガナ ババ　ケン
3 5 10 15 18 20

日
東京都　知事 特

号 平成 年許可 （
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２
国土交通大臣

月

大臣
コード

知事
3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 1

 北海道開発局長 申請者 志賀・コーポレーション株式会社
東京都　　知事  届出者

専任技術者証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

平成　　　年　　　月　　　日

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

 地方整備局長 東京都新宿区西新宿２－１８－１　東京ビル

（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿 　代表取締役　仲西　洋二　　　　　　　　　　印

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

専 任 技 術 者
の 住 所 神奈川県横浜市神奈川区〇〇１－１

営業所の名称
本　社（ 新 所 属 ）

変 更 、 追 加 又 は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
本　社平成　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ）

有 資 格 区 分 ６ ５ 2 0

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

77 7

設 工 事 の 種 類

現在担当している
建 設 工 事 の 種 類

30

今 後 担 当 す る 建
６ ４ 79 9

電土 建 大 左 と 石 管
25

1 日生年月日 S 3 5 年

3 5 10 15 20

内 機 絶 通舗しゆ板 ガ 塗 防屋

0 9 月 0

タ 鋼 筋 清 解

薫
具 水 消園 井

氏 名 ６ ３ ミ ズ 水 本

記

項 番 フリガナ ミズモト　カオル
3 5 10 15 18 20

0 日
東京都　知事 特

号 平成 2 9 年 00 9 8 7 8 9許可 （
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 1 3
国土交通大臣

8 月 3

大臣
コード

知事
3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 1

 北海道開発局長 申請者 志賀・コーポレーション株式会社
東京都　　知事  届出者

専任技術者証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

平成　　　年　　　月　　　日

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

 地方整備局長 東京都新宿区西新宿２－１８－１　東京ビル

2 9

確認資料が必要です（P48参照）。 

一般建設業の場合
下段を、特定建設
業の場合上段を消
す。 
一般建設業・特定
建設業の両方に該
当する場合は消さ
ない。 

姓の最初から２字
記入し、濁点･半濁
点も含んで１字と
する。 

P58～59の「建設業
の種類・有資格区
分のコード番号
表」を参考に、該
当する番号を記入 

「１」を記入 

建設業許可申請書
の「別紙二(1)営業
所の名称」欄と同
一順序で記入 

今後担当する業種
のみ記入 

新所属のみ記入 

１カラム空ける。 

住民票と住所が異なる場合は現住所を記入(P47参照)(以下様式第八号において同じ。) 

【新規／許可換え】〔東京都知事許可の建設業を初めて申請する場合〕 

【般・特新規】〔「一般」の一部業種を「特定」に切り替える場合〕 

〔許可番号〕〔許可
日（複数の許可を
受けている場合
は、現在有効な許
可日のうち最も古
い許可日）〕の両方
を記入 

「国家資格等」の
場合は、P62～63・
70の「技術者の資
格表」を参考に、
該当する番号を記
入 

 

(例)一級建築施工
管理技士であれば
「20」を記入 

旧所属・新所属の
両方記入 

氏名について、国家資格等、卒業資格がある場合は、資格認定証明書、卒業証明書の字で記入。 
実務経験のみの場合は住民票の字（ただし、経営業務の管理責任者を兼ねている場合で登記されていれば、
その登記簿謄本の字）で記入 

「１」を記入 

申請者の印は、法
人の場合は法務局
に登録している代
表者印を、個人の
場合は実印を正本
に押印 

届出者を消す。 

印 

届出者を消す。 
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（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

殿 　代表取締役　仲西　洋二　　　　　　　　　　　印

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

専 任 技 術 者
の 住 所 東京都世田谷区〇〇３－３

営業所の名称
本　社（ 新 所 属 ）

変 更 、 追 加 又 は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
本　社平成　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ）

0 1有 資 格 区 分 ６ ５ 2 7

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

7

設 工 事 の 種 類

現在担当している
建 設 工 事 の 種 類

30

今 後 担 当 す る 建
６ ４ 17

電土 建 大 左 と 石 管
25

0 日生年月日 S 3 2 年

3 5 10 15 20

内 機 絶 通舗しゆ板 ガ 塗 防屋

1 0 月 1

タ 鋼 筋 清 解

一 郎
具 水 消園 井

氏 名 ６ ３ ヤ マ 山 口

記

項 番 フリガナ ヤマグチ　イチロウ
3 5 10 15 18 20

0 日
東京都　知事 特

号 平成 2 9 年 00 9 8 7 8 9許可 （
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 1 3
国土交通大臣

8 月 3

大臣
コード

知事
3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 1

 北海道開発局長 申請者 志賀・コーポレーション株式会社
東京都　　知事  届出者

専任技術者証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
 建設業法第15条第２号

平成　　　年　　　月　　　日

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

 地方整備局長 東京都新宿区西新宿２－１８－１　東京ビル

2 9

【業種追加】〔現在担当している「一般（電）」に加えて、更に「一般（通）」〕を担当する場合 

今後担当する業種
と現在担当してい
る業種の両方を記
入 

専任となっている
業種の資格コード
のみ記入し、他に
資格があっても記
入しない。 

「業種追加申請」等で、既許可業種の専任技術者になっている者が、当該申請業種の専任技術者になる場合、〔今後担当する
建設工事の種類〕〔有資格区分〕の欄は「追加業種」と「既許可業種」の両業種及びそれに係る資格を記入。 
この場合の資格を証する書面（修業（卒業）証明書・資格認定証明書・実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書等）の
添付は、「追加業種」のみでなく、「既許可業種」分も添付（修業（卒業）証明書・資格認定証明書のみ提出済みのものの写
しで可） 

「第２種電気工事士」は免状交付後〔３年〕、「電気主任技術者」は免状交付後〔５年〕、「電気通信主任技術者」は資格者証交付後〔５年〕、 

「地すべり防止工事士」は登録後〔１年〕、「建築設備士」は資格取得後〔１年〕、「１級計装士」は合格後〔１年〕、「給水装置工事主任技術者」
は免状交付後〔１年〕、「技能検定２級合格者」は合格後〔１年〕（平成16年４月１日以降は〔３年〕）の実務経験証明書を添付。 
なお、特定建設業で指定建設業〔(土) (建) (電) (管) (鋼) (舗) (園)〕の専任技術者を証明する場合は、〔国家資格１級〕又は〔大臣特認〕のいずれか

を取得している者とする（P11(2)カ参照）。 

新たな業種の専任
技術者となる者の
み記入 

「１」を記入 
届出者を消す。 
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(10) 実務経験証明書（様式下段の記載要領を必ず御覧ください。） 

  電気工事又は消防施設工事においては、電気工事士法及び消防法の規定により、無資格者の実

務経験は原則として認められません。 

また、同一人が複数業種を実務経験で証明する場合、実務経験の期間の重複は原則認められま 

せん（業種ごとに規定の期間を積み上げることが必要）。 

 

 

様式第九号（第三条関係）

印

記載要領

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成すること。

　２　「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

 25年  1月から 25年  3月まで

   年   月から   年   月まで

戸山公園植栽工事　他２０件

技 術 者 の 氏 名

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

職 名

工事主任

実　 務　 経　 験　 年　 数

吉　田　　　保

実 務 経 験 の 内 容

西熱海リゾートマンション外構植栽工事　他６件

昭和 31年 9 月 17 日
使 用 さ れた
期 間

〃

〃

 14年  1月から 14年 12月まで

 15年  1月から 15年 12月まで山本邸造園工事　他６件

〃  13年  1月から 13年 12月まで

星野ビル外構植栽工事　他１８件

 18年  1月から 18年 12月まで

 19年  1月から 19年 12月まで

立川公園修景施設工事　他４件

秩父カントリークラブ芝張替工事　他８件

〃  17年  1月から 17年 12月まで東山公園花壇植栽工事　他８件

〃

〃

 20年  1月から 20年 12月まで

 21年  1月から 21年 12月まで

都立水元公園花壇植栽工事　他１２件

 16年  1月から 16年 12月まで

 24年  1月から 24年 12月まで

清水邸造園工事　他１５件

中央公園植栽工事　他１２件

 22年  1月から 22年 12月まで岡崎ビル外構植栽工事　他５件

合計　　　満　　17年　　2月

（用紙Ａ４）

記

実　　務　　経　　験　　証　　明　　書

下記の者は、　　造　園　　工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

平成 　　○年　　○月　　○日

被証明者との関係

工事課長  23年  1月から 23年 12月まで

〃

　　　 1年　　 4月から

　　　25年　　 3月まで

  8年  1月から 12年 12月まで

株式会社　鈴木造園

生年月日

大森ビル外構植栽工事　他４件

証 明 者

砧公園植栽工事　他３件

千田ビル外構植栽工事　他３件

　
使用者の証明を得ることが
で き な い 場 合 は そ の 理由

〃

〃

〃

〃

工事係長

東京都中央区銀座2－1－12
株式会社 鈴木造園
代表取締役 鈴木 千代

社員

（例）
東京都知事許可(般－29) 第123号
造園工事業、平成29年6月5日許可

確認資料が必要です（P48参照）。 

この様式は、実務経験により専任技術者になる
場合に必要（法第７条第２号イ又はロ、法第15
条第２号ロの該当者。P８参照） 

実務経験を得た当時の商号又は名称を記
入。個人の場合は個人名（ただし、屋号を
登記している場合は屋号）を記入 

証明者は被証明者を雇用していた
法人の代表者又は個人の事業主と
する（注１）。 

証明者が申請者以
外の建設業者であ
る場合、許可番号、
許可業種、許可年
月日を記入 

具体的に記入 
(例)取締役 
   ○○部長 
   ○○課長等 

証明者の印は、法
人の場合は法務局
に登録している代
表者印を、個人の
場合は実印を正本
に押印（注３） 

証明者の立場から
みた被証明者との
関係を記入 
 
(例)役員、社員、 
  従業員 等 

実際に雇用されて
いた期間を記入 

実務経験期間の合
計を記入 

実
務
経
験
年
数
は
重
複
し
な
い
こ
と
（
注
２
）
。 

使用者と証明者が異なる場合の理由を記入 
(例)平成○年○月 会社解散のため 
  平成○年○月 事業主死亡のため 等 

その年の代表的工事の件名を記入し、その他の工事は「他○件」として、１年分を１行にまとめる（実務経験10年で申請する場合は、10行以上記入する）。 

なお、知事許可の場合は、一番上の行に古いものを何年分かまとめてもよい。 

（注２） 

法人における経験を証明するに当たり、正当な理由によりこの方法によることができない場合は、当該事実を証明できる他の者（当時の取締役、本人が証明。
その場合には証明のため実印を押印し、取締役の場合は当時の閉鎖謄本と印鑑証明書、本人の場合は印鑑証明書が必要）の証明を得ること（印鑑証明書は発
行後３か月以内のもの）。 
個人事業主の経験を自己証明する場合は、法人での経験を本人が証明する場合に準ずる（発行後３か月以内の、本人の印鑑証明書が必要）。 

（注１） 

（注３） 原則として法令様式のため押印が必要。ただし、追加・般特新規・更新・変更において既に提出した証明書の記載内容と同一の内容を証明しよう
とするときは、申請者及び専任技術者と証明者が異なる場合のみ証明者の欄の押印を省略することができる（H20.10.８ 建設業法施行規則の一部
を改正する省令から。提出済みの証明書のコピー添付は不可）。 

更新等の際は、前回の提出時と同一の内容を記
載してください。 
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平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

多摩支店長

○○支店長

○○営業所長

支配人

○○支店

○○営業所

○○建築

氏
フリ

名
ガナ

営業所の名称 職　　　　　名

多摩支店

（用紙Ａ４）

建　設　業　法　施　行　令　第　３　条　に　規　定　す　る　使　用　人　の　一　覧　表

○○　○○

○○　○○

○○　○○

吉 田 　保
ヨシ ダ　　タモツ

例

(11) 指導監督的実務経験証明書 
（様式下段の記載要領を必ず御覧ください。） 

様式第十号（第十三条関係）

印

記載要領

　２　「職名」の欄は、被証明者が従事した工事現場において就いていた地位を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した元請工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

　　以上の建設工事（平成６年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月１日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの）

　　１件ごとに記載すること。

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由 合計　　　満　　 3年　　　2月

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成し、請負代金の額が4,500万円

千円

〃 103,855千円

台東加入者線路設備工事

〃 練馬通信設備工事

   年   月から   年   月まで

〃 立川通信設備工事  23年  1月から 23年  9月まで

実　 務 　経　 験　 年　 数

 19年  2月から 20年  3月まで

発 注 者 名

東京電信電話(株) 164,825千円

職　　　　名 実　務　経　験　の　内　容

工事課長 新宿加入者線路設備工事

〃

請負代金の額

〃

〃

記

期 間

 21年  2月から 21年  6月まで

 21年  8月から 22年  2月まで

〃 葛飾加入者線路設備工事

94,887千円

54,600千円

59,356千円

〃

（用紙Ａ４）

被証明者との関係

指 導 監 督 的 実 務 経 験 証 明 書

下記の者は、　　電気通信　　工事に関し、下記の元請工事について指導監督的な実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

平成　　○年　　○月　　○日

証 明 者

技 術 者 の 氏 名

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

 20年  5月から 20年 12月まで

鈴　木　　太　郎 生 年 月 日

新宿電気工事株式会社 　　　25年　　 4月まで

使用された昭和41年  9月 30日 　　　14年　　 3月から

東京都新宿区西新宿3－8－1
　新宿電気工事株式会社
代表取締役　鈴木　俊司

社員

 

(12) 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認資料が必要です（P51参照）。 

この様式は特定建設業（指定建設業は除く。）の専任技術者で、
実務経験又は２級の国家資格等(P62～63･70資格表の○印の
者)の場合に必要(法第15条２号ロ該当者。P８参照） 

建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者
又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的
に指導監督した経験のものを記入 

１件の請負代金が4,500万円(H６.12.28以前は
3,000万円、さらに、S59.10.１以前は1,500万円)
以上の元請工事を記入(消費税込み) 

経験の内容が明らかになるよう
に請負契約書により具体的な名
称を記入 

元請人として直接
請け負った契約の
相手方の名称を具
体的に記入 

完成工事のみ記入 

工事施工期間は重
複しないこと。 

実務経験証明書記
載例(P36)と同様 

各経験年数の始ま
りの月は計算しな
い。 
（例） 
H19.２～H20.３は
１年１か月とな
る。 

各工事の期間の合
計を記入(２年以
上必要） 

確認資料が必要です（P51参照）。 

P26「別紙二(1)・(2)」に記入
した順序で記入する。 

建設業法施行令第３条に規定する使用人が役員等を兼ねている場合は、「取締役○○支店長」「取締役○○営業所長」等と記入 

建設業法施行令第３条に規定する使用人は、当該営業所の常勤を要するため、他の営業所との兼務はできません。 

この表には、P26「別紙二(1)・(2)」中の「従たる営業所」の代表者（建設工事の請負契約の締結及びその履行に関して一定の権限を有する者）を記入 

様式第十一号（第四条関係） 

更新等の際は、前回の提出時と同一
の内容を記載してください。 
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 (13) 国家資格者等・監理技術者一覧表（新規） 
 

 

 

 

 

 

殿 　代表取締役　鈴木　一郎　　　　　　　　　印

１．新規許可又 ２．一般建設業の許可のみ→ ３．有資格区分等 ４．技術者の ５．技術者の削除

　　は許可換え 　　特定建設業の許可を申請 　　の変更 　　追加

許可年月日

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

0

7

20

年 2

８
15

0

解

1

解

７

カワムラ　タロウ

4 0

9 11 13

有 資 格 区 分 ７ ５ 0 2

17

１ ２ ３ ４ ５ ６
3 5

既提出の一覧表における

建 設 工 事 の 種 類

25 30

７ ４ 5

具 水 消 清
今後担当できる建設工事

の種類（建設業法第 15条
第 ２ 号 ロ 又 は ハ 関 係 ）

3 5 10 15 20

内 機 絶 通 園 井舗しゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋土 建 大 左 と 石

年 月 日2 5 0 7 50生年月日 S氏 名 ７ ３ バ バ 馬 場
3 5 10

保
15 18

ババ　タモツフリガナ

17

有 資 格 区 分 ７ ５ 1 3

６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15

１ ２ ３ ４ ５

既提出の一覧表における

建 設 工 事 の 種 類

30

７ ４

水 消 清
今後担当できる建設工事

の種類（建設業法第 15条

第 ２ 号 ロ 又 は ハ 関 係 ）

3 5 10 15 20 25

機 絶 通 園 井 具しゆ板 ガ 塗 防 内電 管 タ 鋼 筋 舗

月 日

土 建 大 左 と 石 屋

生年月日 S河 村 太 郎氏 名 ７ ３ カ ワ

記

項 番 フリガナ
3 5 10 15 18 20

日
東京都　知事 特

号 平成許可 （
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ７ ２
 国土交通大臣

大臣
コード

知事
3 5 10

東京都　知事  届出者
項 番 3

区 分 ７ １ 1

国家資格者等・監理技術者一覧表（新規・変更・追加・削除）

（１）　国家資格者等及び監理技術者の一覧は下記のとおりです。

（２）　下記のとおり、国家資格者等・監理技術者一覧表の技術者に変更があつたので、届出をします。

平成　　　年　　　月　　　日

 地方整備局長
 北海道開発局長 申請者

東京都千代田区丸の内３－８－１
　鈴木建設株式会社

様式第十一号の二（第四条、第十条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ７

１．新規許可又 ２．一般建設業の許可のみ→ ３．有資格区分等 ４．技術者の ５．技術者の削除

　　は許可換え 　　特定建設業の許可を申請 　　の変更 　　追加

許可年月日

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

項 番 3

区 分 ７ １ 2

大臣
コード

知事
3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ７ ２ 1 3
 国土交通大臣

許可 （
般

－ ）第 6 01 0 0 0 0 0 5 1 5 日
東京都　知事 特

号 平成 2

記

項 番 フリガナ カワカミ　ケン

3 5 10 15 18 20

氏 名 ７ ３ カ ワ 川 上 健 生年月日 S 3 0 年 1 2 月 0 7 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

今 後担 当できる建設 工事

の 種類 （建設業法第 15条

第 ２ 号 ロ 又 は ハ 関 係 ）

3 5 10 15 20 25 30

７ ４ 8

既 提出 の一覧表にお ける

建 設 工 事 の 種 類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ７ ５ 1 4

フリガナ ナカジマ　ジュン
3 5 10 15 18 20

氏 名 ７ ３ ナ カ 中 島 純 生年月日 S 3 7 年 0 3 月 1 0 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

今 後担 当できる建設 工事

の 種類 （建設業法第 15条

第 ２ 号 ロ 又 は ハ 関 係 ）

3 5 10 15 20 25 30

７ ４ 2

既 提出 の一覧表にお ける

建 設 工 事 の 種 類

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ７ ５ 0 1

2 6

確認資料が必要です（P51参照）。 
 許可を受けようとする（受けている）建設業の種類に関わりなく、専任技術者以外で常勤の技術者のうち、 
① P62～63・70の資格を有する者(法第７条第２号ハ、法第15条第２号イ) 
② 特定建設業（指定建設業を除く。）で指導監督的実務経験を有する者(法第15条第２号ロ) 
③ 特定建設業で大臣特認を受けた者（法第15条第２号ハ）について記入 
 ただし、②及び③については、特定建設業を受けようとする者又は受けている者に限り記入 
 旧様式で主任技術者として提出している者は、同じ内容について再度提出の必要はない。 

【新規申請、許可換新規申請と同時に提出する場合】 

【一般建設業のみの許可から特定建設業を申請（般・特新規）と同時に提出する場合】 

P62～63・70の資格
のみの者は記入不
要 

国家資格者等、 

大臣特認、卒業 

資格がある場合
は、資格認定書、
卒業証明書の字で
記入し、実務経験
と指導監督的実務
経験の場合は住民
票の字で記入 

１カラム空ける。 

P62～63・70のコー
ド表に従い該当す
る数字を記入 

申請者の印は、法
人の場合は法務局
に登録している代
表者印を、個人の
場合は実印を正本
に押印 

第２種電気工事士、電気主任技術者、電気通信主任技術者、地すべり防止工事士、建築設備士、１級計装士、 
給水装置工事主任技術者及び技能検定２級合格者は実務経験証明書〔期間分〕も併せて添付 

複数の許可を受け
ている者は、現在
有効な許可日のう
ち最も古いものを
記入 

届出者を消す。 

姓の最初から２字
記入し、濁点・半
濁点も含み１字と
する。 

「区分５(技術者
の削除)」の場合を
除き指導監督的実
務経験の者、大臣
特認の者はコード
表に従い該当する
数字を記入 
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(14) 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 

（様式下段の記載要領を必ず御覧ください。） 

 

 

 

記載要領

３　株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を要しない。

４　顧問及び相談役については、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を要しない。

様式第十二号（第四条関係） （用紙Ａ４）

許可申請者

法 人 の 役 員 等

の住所、生年月日等に関する調書
本 人

法 定 代 理 人

法定代理人の役 員等

住 所 東京都葛飾区○○１－１０－６

氏 名 仲　西　洋　二 生 年 月 日 昭和 ２５ 年 １ 月 １ 日生

役 名 等 　　代表取締役（常勤）
年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

　な　し
賞

罰

　上記のとおり相違ありません。

　
平成　３０　年　１　月　２０　日 氏　名　 印仲西　洋二

１ 「 法 人 の 役 員 等

本 人
　については、不要のものを消すこと。

法 定 代 理 人

法定代理人の役員等 」

２　法人である場合においては、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の
　　５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載すること。

５　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

６　様式第７号別紙に記載のある者については、本様式の作成を要しない。

　上記のとおり相違ありません。

　
平成　　　　年　　　　月　　　　日 氏　名　 印

罰

役 名 等 　株主等
年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

賞

住 所 東京都〇〇区〇〇１－２－３

氏 名 東京　次郎 生 年 月 日 昭和 ４５ 年 ６ 月 ７ 日生

様式第十二号（第四条関係） （用紙Ａ４）

許可申請者

法 人 の 役 員 等

の住所、生年月日等に関する調書
本 人

法 定 代 理 人

法定代理人の役 員等

法人の場合は、P26「別紙一」に記載した役
員等全員について記入。 
ただし、経営業務の管理責任者については
本様式の作成を要しない。 

申請者が法人の場合 

申請者が個人の場合 

常勤・非常勤の別を記入 

申請時の職名を記入〔例：代表取締
役・取締役(以上法人)・事業主(個
人)〕 

「建設業法施行令第３条に規定する使用人」を兼ねている場合は、「建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、
生年月日に関する調書 (様式第十三号)」は省略し、建設業法施行令第３条に規定する使用人に関する内容も、「許可申
請者の住所、生年月日に関する調書」に記入する。 

建設業の行政処分、行政罰はもちろん、刑罰その他の賞罰も記入。 
該当がなければ「なし」と記入 

【顧問、相談役、株主等がいる場合】 

事実上の住所と 
住民票上の住所が 
異なる場合は、 
二段書きにして記入 
(例) 
(事実上)○○○… 
(住民票上)○○○… 

法人の場合、役員等個人の氏名を記入。 
代表者であっても、代表者印ではなく、個人の印鑑を押印。 
同一姓の場合に同一印を使用しないこと。 
外国人の場合はサインで可。 
日本に居住していない外国人で非常勤の場合は代表者印で可 

顧問、相談役、株主等と記入 
株主等については、常勤・非常勤の別は記入不要 

顧問、相談役、株主等の場合、賞罰欄の記載及び署名・押印は不要 
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 (15) 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 

（様式下段の記載要領を必ず御覧ください。） 

 

 

 

 

 

(16) 株主（出資者）調書 
（様式下段の記載要領を必ず御覧ください。） 

 

  

 

 

 

 

記載要領

　

罰

吉　田　　保

「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

　な　し

　上記のとおり相違ありません。

（用紙Ａ４）

平成　３０　年　１　月　２０　日 印氏　名　

営 業 所 名 　多摩支店

建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

様式第十三号（第四条関係）

住 所

氏 名

職 名

　　　　東京都練馬区○○１－６－１８

　多摩支店長

生 年 月 日 昭和３１年　９月１７日生　吉　田　　保

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

賞

記載要領
　この調書は、総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者について記載すること。

東京建工株式会社 東京都新宿区西新宿２－８－１ ７００,０００株

鈴木建設株式会社 東京都千代田区丸の内３－８－１ ５００,０００株

東　京　次　郎 東京都○○区○○１－２－３ ２００,０００株

株　　　主　　　（出　　　資　　　者）　　　調　　　書

株主（出資者）名 住　　　　　　　所 所有株数又は出資の価額

様式第十四号（第四条関係）
（用紙Ａ４）

確認資料が必要です（P51参照）。 

役員を兼ねている場合は、「建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書（様式第十三号）」は 
省略し、建設業法施行令第３条に規定する使用人に関する内容も、「許可申請者の住所、生年月日に関する調書」に記入 
する。 

P37「建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表」に記載した者全員について作成 

P39「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」
の記入例を参照 

事実上の住所と住民票上の住所が異なる場合は、 
二段書きにして記入すること。 
(例)  (事実上)○○○… 
    (住民票上)○○○… 

所属する営業所の名称を記入 

様式第十四号（第四条関係） 許可申請者が法人の場合に作成 

記載要領に定められた者のみ記載すること。 
株主又は出資者が法人の場合はその商号又は
名称を、個人の場合はその者の氏名を記入 

株数を記載する場合は「○○株」とし、出資
の価額を記載する場合は「○○円」と記入 

記載された株主（出資者）が個人の場合は、「別紙一 役員等の一覧表」(P26)に氏名等を記載し、「許可申請者の住所、生年月日に関す
る調書」(P39)を作成。なお、株主が亡くなって相続手続中の場合は「東京 次郎（相続手続中）」と記入してもらうことで、「別紙一 役
員等の一覧表」への記載と「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」の作成は不要となる。 

建設業の行政処分、行政罰はもちろん、刑罰その他の賞罰も記入。 
該当がなければ「なし」と記入 

資本金額の増減等により５％以上株主（出資者）の該当・非該当が生じた場合、株主等の変更届が必要となる 
（ただし、役員等として提出済みの場合は、不要となる。P74参照）。 
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（17）財務諸表 （財務諸表の記載要領を必ず確認してください。） 

   建設業法で定める様式で作成する（株主総会、税務申告等に提出した決算報告書では不可）。 

 

（法人用） 

 

 

※決算報告をする場合、特例有限会社を除く株式会社は、事業報告書が必要（P76 参照） 

記入の際は千円単位で表示すること。ただし、様式十五・十六・十

七は、会社法第２条第６号に規定する大会社（記載要領４参照）に

あっては百万円単位をもって表示できる。この場合、「単位：千円」

とあるのは「単位：百万円」として記載すること（切捨てのほか、

四捨五入及び切上げを認める。）。 

① ② 

③ ④ 

設定目的を付し

た科目名を記載 

「消費税抜」 

ここに「消費税込」又は「消費税抜」と表記する。 
なお、経営事項審査申請をする場合は、「消費税抜」に統一する。 
（ただし、消費税免税事業者は消費税込で作成し、「消費税免税事業
者」と表記する。） 

一致する。 
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様式第三号の合計と一致する。 

一致する。 

貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
と
一
致
す
る
。 

労務費には、工事に直接従事して作業を行う直傭作業

員に対する賃金、給与及び手当等を計上する。 

完成工事について発生し、又は負担すべき動力用水光

熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、

地代家賃、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福

利費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑

費等は経費に計上する。 

⑤ ⑥ 

⑧ ⑦ 

一致する。 

設定目的を付した科目名を記載 
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様式第十七号の三附属明細表は、資本金が１億円を超える、又は貸借対照表の負債合計が 200 億円

以上の株式会社のみ添付してください。 

 

※ 開始貸借対照表 

一般建設業の新規設立で、決算期未到来の場合は、財務諸表に代えて「開始貸借対照表」を作成 

することとし、特定建設業の新規設立の場合は、財務諸表を添付してください。（Ａ４版） 

開 始 貸 借 対 照 表 
日本建設株式会社 

平成○年○月○日現在 

資  産  の  部 純  資  産  の  部 

科   目 金   額 科   目 金   額 

〔流 動 資 産〕 

現   金 

円 

10,000,000 

〔株 主 資 本〕 

資 本 金 

円 

10,000,000 

合   計 10,000,000  円 合   計 10,000,000  円 

 

 

 

株式譲渡制限会社は、注記の２「重要な会計方針」、３「会計方針の変更」、４「表示方法の変更」、６「誤謬の訂正」、

９「株主資本等変動計算書関係」及び 18「その他」についての記入が必要（省略不可）となる。該当がない場合は

「該当なし」と記入する。  

⑨ ⑩ 
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（個人用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一致する。 

様式第三号の 

合計と一致 

工事進行基準による完成工事高が、完成工事

高の総額の 10 分の１を超える場合に記載。

超えない場合は、二重線で消す。 

① ②

③ ④ 

「消費税抜」 

「消費税抜」 

ここに「消費税込」又は「消費税抜」と表記する。 

なお、経営事項審査申請をする場合は、「消費税抜」に統一

する。 

（ただし、消費税免税事業者は消費税込で作成し、「消費税

免税事業者」と表記する。） 

一致する。 
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(18) 営業の沿革 
（様式下段の記載要領を必ず御覧ください。） 

 

 

 

 

(19) 所属建設業者団体 

（様式下段の記載要領を必ず御覧ください。） 

記載要領

　「団体の名称」の欄は、法第27条の37に規定する建設業者の団体の名称を記載すること。

様式第二十号の二（第四条関係） （用紙Ａ４）

所　　属　　建　　設　　業　　者　　団　　体

一般社団法人　東京建設業協会 昭和50年10月1日

団　　体　　の　　名　　称 所　　属　　年　　月　　日

 

 

 

 

 

記載要領

１

　「建設業の登録及び許可の状況」の欄は、建設業の最初の登録及び許可等（更新を除く。）について記載すること。２

（用紙Ａ４）

営　　業　　の　　沿　　革

昭和36年　　 4月　　 1日 志賀建設(株)創業

創
業
以
後
の
沿
革

昭和38年　　 5月　　10日

昭和40年　　 6月　　 1日

昭和59年　　10月　　20日

昭和63年　　 3月　　15日

資本金増資　1,000万円

本社移転　○○区○○丁目○番地○号

志賀・コーポレーション（株）に商号変更

資本金増資　3,000万円

東京都知事許可（般－53）第50547号（建)(と)(内)

東京都知事登録（ほ）第5387号

東京都知事許可（般－60）第50547号　業種追加（土)(ほ)

一部廃業（土)(ほ)

東京都知事許可（特－20）第50547号　般・特新規（建)

なし

３

すること。

賞
罰 　　  年　　  月　　  日

建
設
業
の
登
録
及
び
許
可
の
状
況

昭和40年　　 7月　　 1日

昭和54年　　 3月　　25日

昭和60年　　12月　　 5日

平成15年　　 3月　　31日

平成20年　　 4月　　 5日

　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

　「創業以後の沿革」の欄は、創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止、営業の再開等を記載

事業(建設業以外の業を含む。)を開始した年月日を記入 

該当がなければ「なし」と記入 

様式第二十号の二（第四条関係） 

未加入の場合は「なし」と記入 

様式第二十号（第四条関係） 

更新の記入は不要 
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(20) 健康保険等の加入状況 

 

 

 

 

 

 

 

(21) 主要取引金融機関名 
（様式下段の記載要領を必ず御覧ください。） 

 

 

 

殿 　　　　　代表取締役　鈴木　俊司　　　　　　　　　印

許可年月日

（営業所毎の保険加入の有無）

厚生年金保険

雇用保険

合計 　　　　２７人
（　　　２　人）

　　　　人
（　　　　　人）

健康保険

健康保険 　本店一括

厚生年金保険 　本店一括

雇用保険 　本店一括

〇〇〇　　〇〇〇

厚生年金保険 〇〇〇　　〇〇〇

雇用保険 〇〇〇〇〇〇〇〇

多摩支店 　　　　　９人
（　　　０　人）

1

事業所整理記号等
健康保険 厚生年金保険 雇用保険

本社 　　　　１８人
（　　　２　人）

1 1 1

健康保険

営業所の名称 従業員数
保険加入の有無

1 0 日
東京都　知事 特

2 6 年 1 0 月3 4 5 6 号 平成2 6 ）第 1 2許 可 番 号
 国土交通大臣

許可 （
般

－

平成　　　年　　　月　　　日

 地方整備局長
 北海道開発局長 申請者

東京都　知事  届出者
　　　新宿電気工事株式会社
　東京都新宿区西新宿３－８－１

様式第二十号の三（第四条、第十条関係） （用紙Ａ４）

健 康 保 険 等 の 加 入 状 況

（１）　健康保険等の加入状況は下記のとおりです。

（２）　下記のとおり、健康保険等の加入状況に変更があつたので、届出をします。

記載要領

(独法)住宅金融支援機構 ○○支店 ○○銀行　○○支店 (株)商工組合中央金庫 ○○支店 ゆうちょ銀行　○○○支店

信 用 金 庫 ・ 信 用 協 同 組 合

　２　各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。　　

　　（例　○○銀行○○支店）

　１　「政府関係金融機関」の欄は、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等について記載すること。

(株)日本政策金融公庫 ○○支店 ○○信用金庫　○○支店 ○○農業協同組合　○○支店

（用紙Ａ４）

主 　要　 取　 引　 金　 融 　機 　関　 名

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫
政 府 関 係 金 融 機 関

普 通 銀 行
長 期 信 用 銀 行

そ の 他 の 金 融 機 関

上記人数のうち常勤役員

又は個人事業主（同居親族

である従業員を含む。）の

人数をカッコ内に記入 

加入は１、未加入は２、適用が

除外される場合は３を記入 

・健康保険・厚生年金保険：事業所整理記号及び事業所番号を記入 

※協会けんぽの場合で、健康保険と厚生年金に共に入っているときは、

「健康保険」・「厚生年金保険」の欄に同一の記号・番号を記入すること

になります。 

※健康保険組合に加入している場合は、「健康保険」の欄には組合名を記

入してください（例 ○○健康保険組合）。 

・雇用保険：労働保険番号を記入 

営業所一

覧表に記

載した順

に記入 

確認資料が必要です（P53参照）。 

法人にあってはその役員を、個人にあっては 

その事業主を含め全ての常勤の従業員数 

(建設業以外に従事する者を含む。) 

様式第二十号の四（第四条関係） 
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